
 
 

大雪山国立公園管理運営計画検討作業部会の設置について 

 
 

令和２年 11 月 
大雪山国立公園連絡協議会 

総会決定 
 
 
 大雪山国立公園連絡協議会規約第 11 条に基づき、次の作業部会を設置する。 
 
１．作業部会の名称 

  大雪山国立公園管理運営計画作業部会 
 
２．作業部会の目的 

 〇大雪山国立公園ビジョンを実現するため、また、大雪山国立公園の適正な保護及び利用

の推進を図るため、大雪山国立公園管理運営計画の作成について検討するもの。 
（※策定の主体は、環境省北海道地方環境事務所長ですが、大雪山国立公園連絡協議会の意見を聞いて作成

するものです。） 
 

３．内容 

 ○大雪山国立公園管理運営計画は次の内容で構成する予定であり、その具体的な内容につ

いて、事務局が作成する案について、御意見をいただくもの。 
 ・管理運営計画の作成経緯、対象区域（大雪山国立公園全域）の概況 
 ・ビジョン（大雪山国立公園ビジョンを引用して記載予定） 
 ・管理運営方針、風致景観及び自然環境の保全に関する事項、適正な公園利用の推進に関

する事項、国立公園関係者の連携体制等に関する事項（大雪山国立公園のアクションプ

ラン（行動計画）に該当する事項） 
 ・公園事業及び行為許可等の取扱いに関する事項        など 
 
４．作業部会構成員 

 〇別紙のとおり。 
 ○必要に応じて、専門家等を招聘。 
 
５．設置期間、作業部会の回数 

 〇大雪山国立公園管理運営計画の策定まで 
 〇令和２年度は２回程度を予定。 
 
６．参考事項 

 ○現行の「大雪山国立公園管理計画」（平成 19 年６月） 
  http://www.env.go.jp/park/daisetsu/intro/files/plan.pdf 

（※平成 26 年７月の自然環境局長通知により、協働型管理運営体制が構築され、ビジョンが策定された国

立公園から順次、「国立公園管理計画」を改め、「国立公園管理運営計画」を作成していくこととしてい

ます。） 



 
 

別紙 
大雪山国立公園連絡協議会 

大雪山国立公園管理運営計画作業部会名簿 

機関、団体等 

北海道地方環境事務所 

北海道開発局開発監理部開発連携推進課 

北海道運輸局旭川運輸支局 

上川中部森林管理署 

上川南部森林管理署 

十勝西部森林管理署東大雪支署 

（一社）層雲峡観光協会 

（一社）ひがしかわ観光協会 

（一社）美瑛町観光協会 

（一社）かみふらの十勝岳観光協会 

道北バス（株） 

旭川電気軌道（株） 

大雪と石狩の自然を守る会 

十勝自然保護協会 

北海道大学大学院環境科学研究院 渡邉悌二教授 

北海道大学大学院農学研究院 愛甲哲也准教授 

北海道上川総合振興局 

北海道十勝総合振興局 

富良野市 

上川町 

東川町 

美瑛町 

上富良野町 

上士幌町 

鹿追町 

新得町 

合計 26 機関・団体 
 
＜参考＞不参加の機関、団体 

（一社）ふらの観光協会、NPO 法人南富良野まちづくり観光協会、（株）りんゆう観光、 
ワカサリゾート（株）、十勝バス（株）、北海道拓殖バス（株）、 
北海道大学院 国際広報メディア・観光学院 観光学高等研究センター 木村宏教授、 
南富良野町、士幌町 


